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はじめに 

 

  本委員会は平成２７年１２月３日に，総社市長から「救急から在宅までの医療体制整備」に

ついて意見を求められた。その趣旨は，団塊の世代が後期高齢者に達し，介護・医療等社会

保障費の急増が懸念される２０２５年問題への対応が急務になる中で，医療費適正化の観点

から，①健康寿命延伸のための予防活動を充実させる方策と，②行政，医療機関及び多職種

の連携・協働を更に深め，地域完結型医療体制を整備する上で，拠点となる医療機関のあり

方について検討を行うことである。 

    そこで，本委員会は，６回にわたる審議を経て，次のとおり意見をとりまとめたものである。 

 

 

一 健康寿命延伸のための予防活動 

 ～生活習慣病・感染症の発症予防，疾病の早期発見・早期治療に向けた活動，重症化予防～ 

 

１ 施策の方向性 

（１）健康づくり施策 

 国は平成２４年７月に，健康増進法に基づき，「国民の健康の増進の総合的な推進を図る

ための基本的な方針」を定め，「第二次国民健康づくり運動（健康日本２１（第二次））」（平

成２５年度～３４年度）に取り組むこととしている。総社市においても平成２７年３月に，

健康寿命の延伸と医療費の適正化を推進するため，健康増進法に基づく健康増進計画として

「健康そうじゃ２１」を策定している。健康そうじゃ２１は，食育や母子保健などの計画を

含めて策定したもので，当該計画に基づいて，全世代を対象に市民の健康の維持・増進，生

活習慣病の予防及び介護予防を推進している。なお，母子保健の計画については「子ども・

子育て支援計画」の中にも策定されている。 

 

○「健康そうじゃ２１」は，食育や母子保健などの計画を含むことは評価できる。リプロダク

トの概念が反映されると更に良い。 

 

（２）予防活動の目標 

 国は，がん検診については，平成２４年４月に，がん対策推進基本法に基づき，第２期が

ん対策推進基本計画（平成２４年度～２８年度）を策定している。そして，乳・子宮がん検

診の受診率の目標を５年以内で５０％とし，胃・肺・大腸がん検診の受診率の目標を当面の

間４０％としている。総社市では，後述する全国屈指福祉会議で平成２９年１月に策定した

「福祉王国プログラム２０１７」において，平成２９年度に胃がん検診２０％，大腸がん検

診２５％，肺がん検診２５％の達成を目標としている。また，乳がん検診については，健康

そうじゃ２１において，平成３７年度までに３０％達成を目標としている。 

 国は，特定健康診査及び特定保健指導については，高齢者の医療の確保に関する法律に基づき，

第２期特定健診等実施計画（平成２５年度～２９年度）を策定している。そして，特定健診受

診率の目標を７０％とし，特定保健指導実施率の目標を４５％としている。なお，国は，保険

者種別毎の目標も定めており，市町村国保については，特定健診及び特定保健指導ともに 

 ６０％を目標としている。総社市では，健康そうじゃ２１において，平成３０年度までに３０％

達成を目標としている。 
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２ 総社市の現状と課題 

（１）高齢者の増加 

   総社市の人口に占める高齢者の割合（人口ピラミッド）についてみると，総社市において

も２０２５年に団塊の世代が後期高齢者に達するとともに，それを支えるに担い手（１５

～６４歳）は減少を続ける見込みである。 

 

図表 1-1 総人口に占める高齢者の割合（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図表 1-2 生産年齢人口の減少と後期高齢者の増加（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成 24年 1月推計)」より作成 

 

（２）平均寿命，健康寿命 

   平均寿命と健康寿命（日常生活動作が自立している期間）はともに，男性では延びている

が，女性では延びていない（平成２３年と平成２６年との対比）。男性では，日常生活動作

が自立していない期間も延びているため，平均寿命と健康寿命の差（不健康な期間）は男

女ともに縮まっていない。 
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図表 1-3 平均寿命・健康寿命（単位：年） 

 平成 23

年 

平成 24

年 

平成 25

年 

平成 26

年 

 

男 

 

性 

日常生活動作が自立している期間の

平均 

79.75 80.33 80.01 80.19 

日常生活動作が自立していない期間

の平均 

1.36 1.50 1.55 1.49 

平均寿命 81.11 81.83 81.56 81.68 

 

女 

 

性 

日常生活動作が自立している期間の

平均 

84.08 83.74 83.65 83.72 

日常生活動作が自立していない期間

の平均 

2.64 2.64 2.60 2.64 

平均寿命 86.71 86.38 86.25 86.36 

 

（３）死因 

   死因別割合についてみると，悪性新生物，肺炎，脳血管疾患の順に多い。全国の死亡率と

比べた指標（平成２２年～２６年）についてみると，肝および肝内胆管がんの割合が男女

とも，男性では，胃がん，肺炎，女性では，乳がん，脳血管疾患，肺炎が多い。 

 

○肝および肝内胆管がんの割合が男女とも，男性では，胃がん，肺炎，女性では，乳がん，脳血

管疾患，肺炎が多い。 

 

図表 1-4 死因別割合（平成 27年，単位：％） 
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図表 1-5 全国平均との比較（標準化死亡比，単位：全国平均 100） 

 男 性 女 性 

H20～H24 H21～H25 H22～H26 H20～H24 H21～H25 H22～H26 

死亡総数 90.5 87.6 89.1 95.8 101.2 103.7 

悪性新生物 87.0 86.5 90.1 97.4 101.3 101.6 

胃がん 98.3 98.2 105.6 97.7 97.4 94.9 

大腸がん 65.3 63.7 61.8 83.6 79.3 79.8 

肝及び肝内胆管がん 102.3 104.1 119.1 172.8 216.5 217.6 

気管，気管支及び肺がん 82.0 81.8 90.6 75.2 70.3 74.7 

乳がん    122.0 137.4 111.6 

心疾患（高血圧症を除く） 72.4 66.3 65.8 77.2 82.8 83.4 

急性心筋梗塞 81.9 87.2 96.6 78.5 87.4 102.1 

脳血管疾患 96.7 95.0 99.8 112.0 119.5 127.1 

肺炎 110.0 115.3 117.3 117.7 131.9 138.8 

自殺 99.1 85.3 90.0 95.1 100.2 98.1 

   ※標準化死亡比：各地域の人口構成の違いを除去して死亡率を比べるための指標。100を超えると全国平

均よりも高い。 

 

（４）特定健康診査 

   総社市国民健康保険特定健診の受診結果についてみると，内臓脂肪症候群（メタボリック

シンドローム）該当者が，男性では約２０％から３０％であるのに対して，女性では１０％

以下である。また，その予備群は，男性では約１０％から２０％であるのに対して，女性

ではおおむね５％以下である。 

 

図表 1-6 メタボリックシンドローム該当者・予備群（平成 28年度，単位：人） 

 総数 40歳代 50歳代 60歳代 70-74歳代 

 

男 

 

性 

健診受診者数 1,305 60 69 685 491 

メタボ予備群 205 7 8 115 75 

（％） 15.7 11.7 11.6 16.8 15.3 

メタボ該当者 328 12 11 179 126 

（％） 25.1 20.0 15.9 26.1 25.7 

 

女 

 

性 

健診受診者数 1,721 72 116 987 546 

メタボ予備群 79 3 2 46 28 

（％） 4.6 4.2 1.7 4.7 5.1 

メタボ該当者 132 2 6 71 53 

（％） 7.7 2.8 5.2 7.2 9.7 

     ※腹囲男性 85㎝・女性 95㎝以上の者のうち，血中脂質・血圧・血糖について 

      有所見１つの者（メタボ予備群），有所見２つ以上の者（メタボ該当者） 

 

   有所見の項目についてみると，どの年代でもＨｂＡ１ｃ及びＬＤＬコレステロールの有所

見の割合が高い。 
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図表 1-7 特定健診の有所見の割合（平成 28 年度，単位：％） 

 

 

    

 

 

   合併症の発症リスクが高くなるＨｂＡ１ｃ７．０以上で，生活習慣病又は糖尿病の治療歴

がない者の健診後の治療状況についてみると，治療につながらなかったのは１０人で，そ

のうち８人は生活習慣病での治療歴がなく，医療機関への定期受診がなかった。かかりつ

け医がいない場合，医療機関の受診につながりにくいという課題がある。 

 

図表 1-8 特定健診有所見者の治療状況（平成 28年度，単位：人） 

特定健診受診者 3,129 

HbA1c 7.0以上 121 

生活習慣病治療

歴 

あり 101 なし 20 

糖尿病治療歴 あり 84 なし 17  

健診後の治療  あり 15 なし 2 あり 12人 なし 8 

                   10人 

 

   特定健診受診者のうち，慢性腎臓病（ＣＫＤ）が疑われる者は２０．４％であり，平成２

６年度と比べて高くなっている。発症には糖尿病，高血圧，脂質異常症などの生活習慣病

による動脈硬化が関係しており，進行には食塩の過剰摂取，喫煙，鎮痛薬などの常用など

の生活習慣が関係している。ＣＫＤは自覚症状が無いまま進行するため，新規透析導入患

者数を減少させるためにも，慢性腎臓病の発症予防と早期発見，重症化予防を効果的に取

り組んでいくことが課題である。 

  

 順位 40代 50代 60代 70～74歳 

 

男 

 

性 

1 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 63.3 LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 60.9 HbA1c 62.1 HbA1c 70.5 

2 HbA1c 56.7 HbA1c 47.8 血糖値 57.1 血糖値 60.1 

3 血糖値 47.5 拡張期血圧 40.6 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 52.6 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 51.3 

4 BMI 43.3 血糖値 40.3 収縮期血圧 49.5 収縮期血圧 49.5 

5 腹囲 41.7 収縮期血圧 34.8 腹囲 47.0 腹囲 44.4 

 

女 

 

性 

1 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 45.8 LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 66.4 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 69.0 HbA1c 60.0 

2 HbA1c 27.8 HbA1c 52.2 HbA1c 63.5 収縮期血圧 53.0 

3 収縮期血圧 19.4 収縮期血圧 16.4 収縮期血圧 42.1 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 43.9 

4 BMI 18.1 BMI 15.5 血糖値 35.4 血糖値 28.3 

5 血糖値 14.5 血糖値 14.8 拡張期血圧 19.9 腹囲 27.3 

※ＨｂＡ１ｃ：医療費の上位を占める「糖尿病」の検査値で，赤血球中のヘモグロビンのうち，

糖と結合している割合を示す値である。普段の血糖値が高い者はＨｂＡ１ｃが高くなる。 

※ＬＤＬコレステロール：通称，悪玉コレステロールと呼ばれ，その数値が高まると動脈硬化

の発症リスクが高まる。 
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図表 1-9 特定健診受診者の慢性腎臓病（ＣＫＤ）が疑われる人数 

（平成 28年度，単位：人） 

 
蛋白尿 

（-）～（±） （+）以上 

eGFR 
60以上 2,488 40 

60未満 572 26 

    ※慢性腎臓病（ＣＫＤ）：1つの病気の名前ではなく，腎臓の働きが徐々に低下していくさまざま

な腎臓病の総称で，蛋白尿（+）以上またはＧＦＲ60未満の両方またはどちらかが 3か月以上続

くとＣＫＤと診断される。 

    ※ＧＦＲ：腎臓の働きの程度を表す指標で，血清クレアチニン，年齢，性別から推算され，その

値を推算ＧＦＲ値という。 

 

   特定健診受診者への質問調査についてみると，県と比べて運動量が不足している。また，

運動と密接に関連する睡眠については，県と比べて２倍以上悪い結果となっている。但し，

この質問調査は，人間ドック費用給付者に対して行っていないため，結果として運動及び

睡眠ともに「いいえ」の数値に含まれていることに注意を要する。 

 

○総社市では運動不足，睡眠不足が多いというのが，どういう理屈か？ 

 

図表 1-10 特定健診受診者への質問調査（平成 28年度，単位：％） 

 

また，「健康そうじゃ２１」によると，運動習慣がない人や睡眠不足の人は，１９～６４ 

歳は６５歳以上と比べて２倍近く多い。運動は良い睡眠や，成人男性の肥満の減少の取組み

にもつながるので，子育て世代や働き盛り世代の運動習慣を定着させることが課題である。 

 

図表 1-11 総社市「市民の健康づくり・生活習慣に関するアンケート結果」 

（平成 25年度，単位：％） 

 岡山県 総社市 

1回 30分以上の運動習慣なし（「1日 30分以上の軽い汗をかく運動を週 2

日以上，1年以上実施しているか？」⇒いいえ） 

59.7 65.5 

1日 1時間以上の運動なし（「日常生活において歩行又は同等の身体運動

を 1日 1時間以上実施しているか？」⇒いいえ） 

54.2 73.0 

歩行速度が遅い 

（「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いか？」⇒いいえ） 

55.2 77.2 

睡眠不足（「睡眠で充分疲れがとれているか？」⇒いいえ） 28.1 61.1 

性 別 男性 女性 

年齢区分 19～39

歳 

40～64

歳 

65歳以

上 

19～39

歳 

40～64

歳 

65歳以

上 

1日 30分以上の運動習慣なし 63.5 67.3 39.5 86.0 74.6 40.8 

1日 1時間以上の運動なし 55.0 63.6 47.8 72.6 68.7 50.9 
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 ※出典：「健康そうじゃ２１」 

 

   特定保健指導対象者は３５９人で，そのうち動機付け支援の対象者が３０２人，積極的支

援の対象者が５７人である。 

 

図表 1-12 動機付け支援と積極的支援 

特定保健指導 対象者が生活習慣を振り返り，行動目標を立てて実行し，継続でき

るように支援する。 

動機付け支援 個別面接又はグループ支援を原則１回行い，６か月後に電話，Ｅメ

ールなどの通信手段を用いて評価を行う。 

積極的支援 動機付け支援に加えて，通信手段を用いた定期的又は継続的

な支援を３か月以上行う。 

 

（５）医療費 

   総社市国民健康保険の医療費についてみると，平成２８年度の入院・外来の合計では，慢

性腎臓病（透析あり），糖尿病，高血圧症の順となっており，医療費総額の約２０％を占め

ている。Ｃ型肝炎は，薬価の高い新薬の認可等により，平成２７年度から上位１０位に入

っている。また，大腸がんや肺がんは，平成２８年度に新たに上位１０位に入っている。 

 

図表 1-13 総医療点（平成 28年度，単位：点） 

順位  入 院 外 来 合 計 割合 

1 慢性腎不全(透析あり） 7,995,876 30,500,610 38,496,486 7.2% 

2 糖尿病 3,143,889 29,587,013 32,730,902 6.1% 

3 高血圧症 230,498 24,199,394 24,429,892 4.6% 

4 統合失調症 16,538,495 5,112,752 21,651,247 4.1% 

5 関節疾患 5,223,442 12,079,323 17,302,765 3.2% 

6 脂質異常症 17,574 15,827,161 15,844,735 3.0% 

7 大腸がん 5,484,473 5,780,170 11,264,643 2.1% 

8 不整脈 5,171,612 5,963,847 11,135,459 2.1% 

9 Ｃ型肝炎 361,987 9,968,626 10,330,613 1.9% 

10 肺がん 4,336,299 5,083,742 9,420,041 1.8% 

合 計 212,929,818 319,573,757 532,503,575 100.0% 

睡眠で充分疲れがとれていない 53.1 47.4 16.7 48.2 46.7 21.0 

肥満（ＢＭＩ25以上） 20.7 23.6 22.1 9.4 13.4 19.2 

【数値目標】 

「1日 30分以上の軽い汗をかく運動を週 2日以上，1年以上実施している人の割合の増加」 

現状：男性 35.9％，女性 24.4％ ⇒10年後の目標：男性 40％以上，女性 30％以上  

「毎日の睡眠で疲れがとれる人の割合の増加」 

現状：53.8％ ⇒10年後の目標：60％以上 

「成人男性の肥満（ＢＭＩ25以上）の減少」 

    現状：男性 21.8％  ⇒10年後の目標：男性 15％以下 
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１人当たり医療費を岡山県平均と比べてみると，Ｃ型肝炎は県と比べて１．５倍以上高い。

死亡原因で多い肺炎の外来医療費は県と比べて１．４倍以上と高く，さらに認知症の入院医

療費は年々増加傾向で，県と比べて２．２倍以上高い。 

   肺炎や認知症の発症，糖尿病の悪化は歯周病と関係すると言われているところ，歯科の医

療費は年々増加傾向にあり，平成２８年度では，医療費総額は４億１千万円を超え

（412,134,720円），１人当たり医療費は２，２５４円となっている。 

 

○成人の医療費と小児の医療費の比較ができるデータがあると良い。 
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図表 1-14 保険者ごとの各疾患についての総医療費に占める割合（平成 28年度） 

 

全国健康保険協会岡山支部           総社市国民健康保険             後期高齢者医療保険 

  

        

 

子育て世代や働き盛り世代が多い全国健康保険協会では，脂質異常症等の「その他の内分泌，栄養及び代謝疾患」や高血圧症等の「高血圧

性疾患」，「糖尿病」などの生活習慣病が上位を占め，退職後の加入者が多い国民健康保険では，生活習慣病が重症化した慢性腎不全（透析あ

り）が一番多い。さらに，７５歳以上の後期高齢者医療保険になると，生活習慣病が重症化した慢性腎不全（透析あり）や脳梗塞，ロコモテ

ィブシンドローム（筋肉や骨，関節といった運動器に障害がおこり，歩行や日常生活に何らかの障害をきたしている状態）による疾患が多い。 

働き盛りの世代から特定健康診査を受け，生活習慣病の早期発見，早期治療により重症化を防ぐこととともに，肥満を予防し筋肉や骨を丈

夫にするためにも，若い頃から継続的に運動をすることを推進していくことが大切である。 

順位 中分類（病名） （％） 

1 その他の内分泌，栄養及び

代謝疾患 

7.2 

2 高血圧性疾患 5.0 

3 糖尿病 3.3 

4 その他の消化器系の疾患 2.7 

5 腎不全 2.6 

6 その他の悪性新生物 2.5 

7 その他の心疾患 2.4 

8 喘息 2.4 

9 その他の神経系の疾患 2.2 

10 良性新生物及びその他の新

生物 

2.0 

合 計 32.2 

順位 細小分類（病名） （％） 

1 慢性腎不全（透析あり） 7.2 

2 糖尿病 6.1 

3 高血圧症 4.6 

4 統合失調症 4.1 

5 関節疾患 3.2 

6 脂質異常症 3.0 

7 大腸がん 2.1 

8 不整脈 2.1 

9 Ｃ型肝炎 1.9 

10 肺がん 1.8 

合 計 36.1 

順位 細小分類（病名） （％） 

1 関節疾患 5.7 

2 高血圧症 4.4 

3 慢性腎不全（透析あり） 4.0 

4 糖尿病 4.0 

5 脳梗塞 3.9 

6 骨折 3.4 

7 不整脈 3.2 

8 骨粗しょう症 3.1 

9 肺炎 2.6 

10 Ｃ型肝炎 2.5 

合 計 36.8 
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（６）検（健）診体制 

   総社市のがん検診には，保健センターや公民館で受診する集団検診方式と，市が委託した

医療機関で受診する医療機関方式とがある。集団検診については，複数のがん検診をセッ

トで受診できる仕組みも充実させ，半日で５がん検診全てを一つの会場で受診できる体制

整備や，検診内容や日程の充実，商業施設会場の利用等で，より魅力ある検診に取り組ん

でいる。医療機関での受診については，全てのがん検診を一つの医療機関で受診すること

はできないが，平成２９年度からは，がん検診の受診の機会を増やせよう，かかりつけ医

等，どのがん検診についても市内のいずれかの医療機関で受診できるようになっている。 

   各種がん検診受診率は低迷しているが，子宮がん，乳がん検診だけは目標である３０％を

超えている。受診しやすい検診体制の整備と合わせ，市民の健康意識の向上が課題である。 

   特定健診は，集団検診方式と医療機関方式に加え，人間ドックの費用給付を実施している。

受診者数は，年々増加傾向であるが，平成２８年度は受診者数が減少している。 

   平成２７年度の特定健診の受診率は２８．２％と県平均の２８．７％より低く，目標であ

る３０％を下回っている。また，平成２８年度の特定健診の未受診者のうち６８．６％が

生活習慣病で治療中となっており，医療機関との連携が課題である。 

 

図表 1-15 各種がん検診受診率（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-16 特定健診実施方式別受診者数等（単位：人） 

検診名 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

集団検診方式 1,446 1,512 1,606 1,595 

医療機関方式 510 460 364 251 

人間ドック費用給

付 

1,232 1,315 1,365 1,285 

受診者数合計 3,188 3,287 3,335 3,131 

受診率 27.2% 27.9% 28.2% ― 
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３ 今後の取り組み 

  総社市の現状と課題から，健康寿命を延ばして平均寿命との差を小さくするための予防活動

には，まず健康づくりの自助努力が大切であり，次にかかりつけ医及びかかりつけ薬局を持

つことが大切である。そして，（１）生活習慣病や感染症の発症予防については，① 運動習

慣の定着，② 歯科保健への取り組みを通じた肺炎，認知症及び糖尿病の発症予防，（２）疾

病の早期発見・早期治療に向けた活動については，① がん検診受診率向上のための検診体制

の整備，② かかりつけ医との連携，（３）重症化予防については，最も医療費総額の高くな

る透析治療の新規患者の減少が大きな課題であることから，① 早期の受診勧奨の徹底，② 慢

性腎臓病対策としてかかりつけ医と連携した保健指導の実施などが必要である。 

  また，人間ドック費用給付者についても，運動習慣及び睡眠状態に関する質問調査をして，

その実態を把握していくことも必要である。 

 

○健康寿命を延ばし，平均寿命との差を小さくすることをターゲットにすることをアピールすべ

き。 

○健康寿命延伸のためには，かかりつけ医やかかりつけ薬局を持つことは大事だが，医者の薬を

飲まなくていい健康な体をつくること，まず自助努力があるという部分も大事。 

 

（１）生活習慣病，感染症の発症予防 

医療費適正化推進のためには，全ての市民が病気にならないための健康な身体づくりが必

要である。だれもが楽しみながらすすんで予防活動に取り組める施策を更に積極的に取り組

むことが望まれている。 

現在総社市で取り組んでいる「そうじゃ健康マイポイント」を，特に，子育て世代や働き

盛り世代の運動不足や睡眠不足の課題に対して，日中活動を増やすために歩くなどの運動習

慣の定着に重点を置いて見直す必要がある。そして，参加者が継続できるように，仲間や専

門スタッフが参加者を支える仕組みを設けるなど，新たな方法を検討する必要がある。 

 また，歯の健康づくりについて，歯周病は，肺炎や認知症の発症，糖尿病の悪化と関係す

ると言われている。まずは，働き盛り世代でも取り組むことのできる施策を検討する必要が

ある。市内企業に勤務する者の状況を調査することなどにより，働き盛り世代の現状を把握

し，具体策を検討していく必要がある。 

 

○「そうじゃ健康マイポイント」の見直しは必要。子育て世代に広げる工夫はどうか？ 

○全世代型のもので，禁煙に成功したらポイントが付くとか，学校健診で病院受診が必要になっ

たらきちんと受診して治療をしたらポイントが付くとか，自分の健康に気をつけてがんばって

いる人にポイントが付くものも考えてもらいたい。 

○医療費適正化推進のためには，全ての市民の病気にならないための健康な身体づくりが必要で

ある。だれもが楽しみながらすすんで予防活動に取り組める施策を更に積極的に。 

 

（２）疾病の早期発見・早期治療に向けた活動 

   低迷している受診率向上のため，平成２９年度から，市内医療機関で５がん検診を受診す

ることが可能となっているが全てのがん検診を一つの医療機関で受診することはできない

ので，今後，できるだけ受診者の希望に沿った日に全てのがん検診を一か所で受診できる

検診センターを市内に整備することができれば，受診者の利便性を飛躍的に向上させるこ
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とができる。 

   さらに，効果的な検診にするために，内容や重点的な啓発の検討も必要である。 

   併せて，歯周病検診も含めて市民の健康意識を高めていく必要があり，市民の健康意識に

合った普及啓発活動について，協会けんぽや商工会議所，企業等と連携した取り組みを具

体的に検討していく必要がある。 

   また，特定健診については，平成２９年度から，かかりつけ医から患者の同意を得て検査

データの情報提供を受ける事業を市内で開始している。その情報提供により特定健診の受

診に換えることができることから，受診率の向上も期待される。未受診者の約７０％が何

らかの生活習慣病で治療中であることから，今後もかかりつけ医との連携を進め，当該事

業に十分に取り組む必要がある。 

 

○がん検診率の上昇に力を入れるべき。乳幼児健診，妊婦健診の評価，充実をはかるべき。 

○胃がん検診，大腸がん検診，肺がん検診，乳がん検診いづれも大事ではあると思うが，より若

年女性に罹患頻度が高い乳がん検診に力を注ぐのはどうか。また，胃がんの原因は，現在，ほ

ぼピロリ菌とされているので，ピロリ菌陽性の方の除菌を行うことの方が，胃がん検診よりも

重点がおかれることだと思う。 

○「働き盛り世代でも取り組むことのできる施策」については，協会けんぽ岡山支部が行ってい

る企業等の健康経営事業と目的が同じであり，是非とも協力・連携をお願いしたい。 

○協会けんぽでは，企業の健康づくりを推進しており，健康づくりにがんばっている企業の登録

を１０００社を目標にすすめている。○市内医療機関でのがん検診を大いに利用するとよい。

かかりつけ医との連携も必要。 

○歯周病と全身疾患との関わりについて，市保健師から地区の講話等で啓発してほしい。 

○歯周病健診の受診率が低い。健診のメリットをもっとＰＲすべき。 

○受診率を上げるための改善も必要。広報（健康カレンダー）の字が小さい。通知の方法も。 

○歯周病健診についても，企業，健保組合，商工会議所等，働き盛りの方々への啓発活動が必要。 

○市内のある大手企業では，職場に歯科医師を派遣して歯科健診をしているので受診率が高い。 

○歯科健診について，地域の愛育委員さんやいろいろな方とタイアップしていけたらいいと思う。 

 

（３）重症化予防 

   特定健診の結果を十分に活用し，優先順位をつけ受診勧奨者へ訪問指導を徹底していく必

要がある。かかりつけ医の選択から受診確認まで，一貫した保健指導に取り組む必要があ

る。 

   そして，治療中の患者に対しては，日常の診療において，かかりつけ医による生活習慣病

の管理が非常に重要であるため，必要に応じてかかりつけ医と連携し，継続的な受診や適

切な服薬ができるよう取り組んでいく必要がある。かかりつけ薬局等とも連携しながら，

重症化を予防する仕組みを具体的に検討していく必要がある。 

また，感染症の感染や重症化予防のためには，予防接種推進にもっと力を入れ，接種率の

向上や任意予防接種への助成等に取り組む必要がある。 

 

○かかりつけ医の役割が非常に大きい。予防接種推進にもっと力を入れるべき。 
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図表 1-17 歯周病とその他の疾病の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※出典：公益財団法人 8020推進財団「歯周病は体の病気の原因に！」  
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二 救急から在宅までの医療体制整備，在宅医療・介護連携 

 

１ 施策の方向性 

（１）地域完結型医療，医療機関の機能分化 

   団塊の世代が後期高齢者に達し，介護・医療費等社会保障費の急増が懸念される２０２５

年問題への対応が急務になる中，国においては，①「病院完結型医療」から，地域全体で

治し，支える「地域完結型医療」への転換が必要であること，そして，②医療や介護が必

要な状態になっても，できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し，尊厳をもって

人生の最期を迎えることができるようにしていくことが重要であるとの方向性が示されて

いる。 

   平成２６年６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）が公布され，医療提供体制の改革の方

向性が示されている。それは，① 高度急性期から在宅医療まで，患者の状態に応じた適切

な医療を地域において効果的かつ効率的に提供する体制を整備すること，及び，② 患者が

できるだけ早く社会に復帰し，地域で継続して生活を送れるようにすることであり，その

主な内容は，医療機関の機能（高度急性期，急性期，回復期，慢性期）の分化・連携を推

進し，病床を機能別に再編することである。 

 

図表 2-1 地域完結型医療のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※出典：社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院「地域完結型医療の実現を目指して」 
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図表 2-2 医療機関の機能の分化・連携のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

  ※出典：厚生労働省「医療介護総合確保推進法等について」 

 

（２）在宅医療・介護連携 

   医療と介護の連携については，それぞれを支える保険制度が異なることなどにより，多職

種間の相互理解や情報共有が十分にできていないといった課題が従来から指摘されている。

この課題を解決するため，現在，介護保険法（地域支援事業の包括的支援事業）に，在宅

医療・介護連携推進事業が位置づけられ，市区町村が，各地域の医療・介護の関係機関等

と協力して，当該事業に取り組むこととされている。具体的には，国が平成２７年３月に，

地域の医療・介護の資源の把握など８項目の具体的取組内容，実施方法，取組事例等を示

している。そして，平成３０年４月には全市区町村が，原則として８項目全てに取り組む

こととされている。 

   図表 2-3 在宅医療・介護連携推進事業の取組項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※出典：厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」 

 

（３）県南西部保健医療圏の医療構想 

   医療介護総合確保推進法に基づき，都道府県は「地域医療構想」を策定することとされて

いる。地域医療構想とは，２０２５年に向け，病床の機能分化・連携を進めるために，医

療機能ごとに２０２５年の医療需要と病床の必要量を推計し，定めるものである。岡山県

は，国の「医療提供体制の確保に関する基本方針」に即し，現在，第７次の「岡山県保健

医療計画」（平成２８年度～２９年度）を策定しており，その計画の中に地域医療構想を盛

り込んでいる。 

   総社市は，その計画上，県南西部保健医療圏（以下「県南西部」という。）の倉敷地域に

位置しており，県は，県南西部の医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を定めている。

それによれば，県南西部の機能区分別の病床数は，回復期の病床数が少なく，２０２５年

 

１ 地域の医療・介護の資源の把握 

２ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

３ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

４ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

５ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

６ 医療・介護関係者の研修 

７ 地域住民への普及啓発 

８ 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 
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時点の必要数よりも大幅に不足している。したがって，病床の再編は必須である。 

   ２０２５年を目途に各医療機関等の自主的な取り組みのもとで病床の機能分化を進めて

いくこととされており，県の主催する県南西部地域医療構想調整会議等においてその議論

が進められている。そして，県南西部の医療資源の偏在，アクセス，在宅医療・介護の進

展の度合いなどの地域特性を考慮し，各地域の実情に応じた医療・介護の在り方を検討し

ているところである。 

 

図表 2-4 県南西部の機能区分別の病床数（単位：床） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ※出典：岡山県「第７次 岡山県保健医療計画」 

 

 図表 2-5 ２０２５年の機能区分別必要病床数の推計値（単位：床） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※出典：岡山県「第７次 岡山県保健医療計画」 
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２ 総社市の現状と課題 

（１）連携 

  ア 検討会議 

    総社市では，予防，急性期，回復期，そして看取りまでを地域で支える医療介護体制に

ついて，次の４つの会議を通じて，多方面の関係者や有識者から意見を聴取し，検討を

行っている。市長，副市長等の市役所幹部と有識者が全国屈指福祉会議において社会福

祉制度全般にわたる検討事項を設定し，専門的知見を有する委員で構成される医療費適

正化推進委員会等で検討を行っている。医療，介護等の課題を関係者で共有する体制が

整っているものと評価できる。 

   ① 全国屈指福祉会議 

    平成２７年１２月から，既存の社会福祉制度に捉われず，全国屈指の福祉文化先駆都

市を実現するために，部局横断の幹部職員と有識者で構成する「全国屈指福祉会議」を

設置し，平成２８年度までに４回の会議を開催している。テーマ別に５つの部会を設置

し，本委員会その他の関連会議の意見を聴取し，施策案を検討して全国屈指福祉会議に

報告することとされている。本答申のテーマでもある「救急から在宅までの医療体制整

備」は，平成２７年１２月に医療体制整備部会の検討事項となり，本委員会で検討する

こととなった。 

   ② 医療費適正化推進委員会 

    平成２５年から，市民の健康づくりと生活の質の向上を図り，年々増加する医療費を

抑制する対策を検討するために，条例に基づき「医療費適正化推進委員会」を設置し，

平成２８年度までに８回の会議を開催している。 

    平成２７年から，全国屈指福祉会議の関連会議に位置付けられ，救急から在宅までの

医療体制の整備についての諮問を受け，検討を行ってきた。 

   ③ 地域医療連携ネットワーク会議 

    平成２６年５月に，２０２５年問題を見据え，地域の医療介護の在り方を検討するた

めに，市域を超えて関係機関が顔を合わせて意見交換する場として，「総社市地域医療

連携ネットワーク会議」を設置し，平成２８年度までに７回の会議を開催している。 

    平成２７年６月には，倉敷中央病院（２次及び３次救急医療施設），倉敷平成病院（２

次救急医療施設），吉備医師会及び総社市との間で，救急医療体制の確立その他の６項

目について連携することに合意し，地域医療連携協定を締結している。さらに，学校法

人川崎学園とは平成２７年７月に，川崎医科大学附属病院（２次及び３次救急医療施設）

との医療連携協定という枠組みを超えて，教育・地域振興についても連携していく包括

的な協定を締結している。 

   ④ 地域包括ケア会議 

   平成１９年９月に，高齢者等が安心して生活を送れるまちづくりを行うために，地域

の多様な社会資源情報を集約し，その総合調整，援助困難事例の検討，広域的な支援体

制の整備等を図る「地域包括ケア会議」を設置している。 

   介護保険法に在宅医療・介護連携推進事業が位置付けられたことに対応して，平成２

９年９月に地域包括ケア会議の小委員会として「地域医療介護連携推進委員会」を設置

し，在宅医療・介護連携についての検討を始めている。 
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図表 2-6 全国屈指福祉会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 2-7 医療費適正化推進委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図表 2-8 地域医療連携ネットワーク会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 参加者 

  ①市長 ②副市長 ③教育長 ④庁議構成員 ⑤有識者（地域包括ケア会議会長， 

  医療費適正化推進委員会会長，子ども・子育て会議会長，総社市校長会会長， 

  総社市園長会会長，地域自立支援協議会会長，総社市社会福祉協議会会長， 

  ひきこもり支援等検討委員会会長） 

２ 協議事項 

  テーマ別に部会を設置し，関連会議の意見を聴取し，施策案を検討し，全国屈指福

祉会議に報告する。 

（１）高齢者支援部会  

   【当面の検討事項】独居高齢者世帯への支援 

   【関連会議】地域包括ケア会議 

（２）医療体制整備部会 

   【当面の検討事項】救急から在宅までの医療体制整備 

   【関連会議】医療費適正化推進委員会 

（３）待機児童ゼロ部会 

   【当面の検討事項】待機児童ゼロ 

   【関連会議】子ども・子育て会議 

（４）発達障がい児支援部会 

   【当面の検討事項】就学前からの発達障がい児支援 

   【関連会議】校長会，園長会 

（５）ひきこもり対策部会 

   【当面の検討事項】ひきこもりからの脱却支援 

   【関連会議】ひきこもり支援等検討委員会 

１ 参加者 

  ①学識経験者 ②医療等提供者 ③医療保険者 ④受益者代表 ⑤行政関係者 

  ⑥市長が認める者（20名以内） 

２ 協議事項 

  ①予防対策，健（検）診 ②救急医療体制 ③回復期の医療体制，在宅拠点となる 

  施設 ④適正受診等に向けた啓発活動 

１ 参加者 

  ①倉敷市の医療機関 ②吉備医師会 ③歯科医師会 ④薬剤師会 

  ⑤総社市老人福祉施設協議会 ⑥介護支援専門員協会 ⑦訪問看護 ⑧岡山県 

  ⑨総社市 （合計 19名） 

２ 協議事項 

  市域を超えた各機関の連携（役割）の在り方 

  ①かかりつけ医 ②救急医療体制 ③回復期の医療体制 
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   図表 2-9 地域包括ケア会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図表 2-10 総社市地域医療連携協定（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図表 2-11 学校法人川崎学園と総社市との連携協力に関する協定（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 晴れやかネット・ケアキャビネットきびきび 

   一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会が，病院の電子カルテなどの医療情報をか

かりつけの診療所で閲覧・共有できるネットワークシステム「晴れやかネット」を運用

している。県内に開示施設は５１，閲覧施設は４００以上あり，総社市に開示施設は無

いが，閲覧施設は２３ある（H29.4.30現在）。救急から在宅医療の連携を図る具体的ツー

ルとして一層の普及が期待される。 

   そして，その拡張機能として，医療・介護関係者の情報共有システム「ケアキャビネ

ット」の運用が県内の複数の地区で始まっている。患者の許可を得た参加施設の医療・

介護関係者は，日々のケア情報，画像，動画といった現場の情報を迅速に共有し，円滑

にコミュニケーションを行うことができる。現在，総社市が事務局を担うグループ「き

びきび」への加入施設数は１２３施設，医療・介護関係者の登録者数は３５２名，患者

１ 参加者 

  ①小地域ケア会議 ②民生委員児童委員協議会 ③福祉委員協議会 

  ④吉備医師会   ⑤福祉施設    ⑥司法等関係機関 

  ⑦岡山県介護支援専門員協会総社支部 ⑧社会福祉協議会 

  ⑨関係行政機関  ⑩学識経験者   ⑪市長が必要と認めた者（合計 25名以内） 

２ 協議事項 

（１）地域包括ケア体制の総合的な整備  （２）援助困難事例の検討 

（３）社会資源情報の集約及び提供   （４）地域が抱える問題の把握及び共有化 

（５）新たなサービスの構築に向けての検討 （６）小地域ケア会議への指導，支援 

１ 協定締結者 倉敷中央病院，倉敷平成病院，吉備医師会，総社市 

２ 連携事項 

（１）地域医療連携ネットワークの確立 

（２）救急医療体制の確立 

（３）地域医療を推進するための人材育成 

（４）医療情報の提供と活用 

（５）災害時等の医療体制の構築に関する事項 

（６）地域の医療・保健・介護・福祉の関係機関との連携強化に関する事項 

１ 協定締結者  学校法人川崎学園，総社市 

２ 連携事項 

（１）地域の医療・保健・介護・福祉・教育の充実 

（２）地域の医療・保健・介護・福祉・教育を推進するための人材育成 

（３）災害時等の医療・保健・介護・福祉体制の構築 

（４）大学等が有する専門知識を生かした地域振興 

（５）学生及び卒業生が地域の担い手として活躍するための仕組みを作ること 

（６）その他両者が協議して必要と認める連携協力 
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同意数は２３６名に至っており（H29.6.1現在），県内で最多である。医療と介護の連携

を図る上で，益々の利用拡大が期待される。 

 

図表 2-12 晴れやかネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※出典：晴れやかネット事務局「晴れやかネットとは」 
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図表 2-13 晴れやかネットケアキャビネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※出典：一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会「医療ネットワーク岡山概要説明資料」 

 

（２）医療・介護体制 

  ア 医療施設数，病床数及び医師・看護師数 

   総社市の医療施設数についてみると，一般診療所数は，県南西部と比べて同程度であ

るが，岡山県や全国平均と比べると少ない。病院数は，県南西部，岡山県及び全国平均

のいずれと比べても相当数少ない。岡山市を除く１４市で比べても，一般診療所数は３

番目，病院数は２番目に少ない。 

 

図表 2-14 一般診療所と病院数（平成 28 年 10月，単位：施設）                                                         

施設種類 施設数 人口 10万人あたり施設数 

総社市 総社市 県南西部 岡山県 全国平均 

一般診療所 40 59.83 60.77 69.81 67.88 

在宅療養支援診療所 11 16.45 11.34 16.96 11.43 

病 院 3 4.49 7.42 8.43 6.58 

在宅療養支援病院 1 1.50 2.24 1.65 0.91 

合 計 43 64.32 68.19 78.24 74.46 

      ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 
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図表 2-15 施設数の比較（平成 27 年 9月，単位：人口 10万人あたり施設数）                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 

 

     病床数についてみると，一般診療所病床数は，県南西部，岡山県，全国平均のいずれ

と比べても大幅に多いが，病院病床数は，それらのいずれと比べても大幅に少ない。岡

山市を除く１４市で比べても，一般診療所病床数は３番目に多いが，病院病床数は一番

少なく，両方合わせた病床数も一番少ない。病院病床の病床分類についてみると，一般

病床が大幅に少なく，精神病床，結核・感染症病床は無い。 

    医師と看護師数についてみると，県南西部，岡山県及び岡山市を除く１４市で比べても，

一番少ない。 

    したがって，病院及び医師・看護師については，市内に最低限の数しか確保されておら

ず，２０２５年問題への対応に当たり懸念がある。 

 

図表 2-16 病床数（平成 28 年 10月，単位：床） 

病床種類 病床数 人口 10万人あたり病床数 

総社市 総社市 県南西部 岡山県 全国平均 

一般診療所病床 156 233.34 117.19 128.36 80.90 

病院病床 222 332.06 1,354.10 1,469.15 1,215.00 

一般病床 68 101.71 908.99 938.43 696.06 

精神病床 0 0.00 196.02 280.01 259.31 

療養病床 154 230.35 244.19 242.38 252.28 

結核・感染症病床 0 0.00 4.90 8.33 5.42 

合 計 378 565.40 1,471.29 1,597.51 1,295.90 

      ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 
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図表 2-17 病床数の比較（平成 27 年 9月，単位：人口 10万人あたり病床数）                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 

 

  図表 2-18 医師と看護師数の比較（平成 27年 9月，単位：人口 10万人あたり人数）                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 

 

  イ 救急搬送 

   県南西部の救急医療体制における総社市内医療機関の位置付けは，森下病院及び薬師

寺慈恵病院が２次救急医療施設（救急告示病院等）に該当し，長野病院及び市内診療所

が初期救急医療施設（在宅当番医制）に該当している。 
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図表 2-19 県南西部 救急医療体制（平成 27年 3 月 31日） 

 

 

 

 

 

 

     ※出典：岡山県「第７次 岡山県保健医療計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※出典：岡山県「第７次 岡山県保健医療計画」  
 



平成２９年１０月１２日 

25 

 

   総社市消防による救急搬送件数をみると，全体の約３０％が市内搬送であり，約７０％

が市外搬送である。市外搬送の約８０％は倉敷中央病院，川崎医科大学附属病院及び倉

敷平成病院といった大病院であり，市内搬送の約８０％は市内の２次救急医療施設であ

る森下病院及び薬師寺慈恵病院並びに初期救急医療施設である長野病院である。この状

況からは，総社市民の２次及び３次救急医療は主に市外の大病院で担われ，市内の３病

院がそれを補うという形の機能分化及び連携が大幅に進んでいる状況が伺われる。これ

は，前述の連携協定によっても担保されている。 

 

 図表 2-20 市内・市外救急搬送（平成 28 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図表 2-21 市内救急搬送（平成 28年）       
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             図表 2-22 市外救急搬送（平成 28年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一方で，救急搬送の傷病程度をみると，軽症及び中等症が約９０％を占めていること

から，市外大病院への救急搬送にも軽症及び中等症が相当程度含まれていると考えられ

る。この点，救急搬送のような緊急時には，結果として軽症又は中等症と診断される案

件を当初から市内病院へ搬送することは困難であり，今後も軽症及び中等症の患者が一

定程度市外搬送されることは避けられない。しかし，２０２５年問題が到来して以降も

現在の状況のまま市外搬送に頼り続けられるかどうかには懸念がある。 

 

図表 2-23 傷病程度別搬送人員（単位：人） 

 死亡 重症 中等症 軽症 合計 

平成 26年 人数 48 220 1,053 1,287 2,608 

％ 2％ 9％ 40％ 49％ 100％ 

平成 27年 人数 51 223 1,063 1,243 2,580 

％ 2％  9％ 41％ 48％ 100％ 

平成 28年 人数 49 269 1,096 1,333 2,747 

％ 2％ 10％ 40％ 48％ 100％ 

 

  ウ 転院 

   総社市外病院からの転院の状況（倉敷中央病院，川崎医科大学附属病院及び倉敷平成

病院への調査結果）をみると，市外医療機関への転院及び市内医療機関への転院はとも

に約４０％で，同率である。市内医療機関へ転院しない理由を調査したところ，最も多

いのが，治療に必要な診療科のある入院施設が無いである。このことは，市外の大病院

で高度急性期又は急性期の治療を受けた後の医療体制が市内に整っていないことの現れ

であり，大きな課題である。 
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             図表 2-24 入院後の経過（平成 27年）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図表 2-25 転院・入所先（平成 27年） 
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図表 2-26 総社市内医療機関に転院しなかった理由（主なもの） 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 在宅当番医及び夜間急病診療 

   日曜日及び休日の日中（９～１７時）は，市内医療機関（救急告示病院の森下病院及

び薬師寺慈恵病院を除く。）の中から当番となる２医療機関が，在宅当番医として診療に

対応している。夜間（１９～２１時）は，当番となる診療所（水曜日），長野病院（金曜

日）及びみやした内科医院（月曜日）に加えて，診療ドクター杉生（曜日不問。事前連

絡により２１時から２４時も対応可）が診療に対応している。日曜日及び休日の在宅当

番医では合計４，３０３件，夜間急病診療では合計２１４件の対応があり，いずれも主

に内科又は小児科についての診療である。この状況からは，市内医療機関の初期救急機

能は機能していると評価できる。 

 

図表 2-27 在宅当番医制事業実績 

（日曜日・休日，平成 28年度，単位：件）                              

内 科 小児科 外 科 その他 合 計 

2,235 1,437 575 56 4,303 

 

図表 2-28 夜間急病診療事業実績 

（月・水・金，平成 28年度，単位：件）                              

内 科 小児科 その他 合 計 

133 41 40 214 

            

  オ 在宅医療・介護施設数 

   在宅療養支援施設数（２４時間往診・訪問看護ができる体制及び緊急入院受入体制の

ある施設）についてみると，県南西部，岡山県及び全国平均と比べて十分な数があり（前

掲の表「一般診療所と病院数」参照），岡山市を除く１４市で比べても４番目に多い。 

  

① 治療に必要な診療科（回復期リハ病棟，緩和ケア病棟，外科などの緊急対応が可

能な病院，精神科）のある入院施設が総社市内に無かった。 

② 紹介元（かかりつけ医）が総社市外の医療機関だった。 

③ 家族の居住地（市外）に近い入院施設へ転院した。 

④ 総社市内のかかりつけ医に入院施設が無かった。 
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  図表 2-29 在宅療養支援施設数の比較（平成 27年 9月，単位：人口 10万人あたり施設数） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 

 

   訪問型介護施設についてみると，岡山市を除く１４市で比べると，６番目に多い。通

所型介護施設について同様に比べると，２番目に多い。 

 

  図表 2-30 訪問・通所施設数（平成 27 年 8月，単位：75歳以上 1千人あたり施設数） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 
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   介護施設で働く看護師と介護職員数についてみると，岡山市を除く１４市で比べると，

看護師，介護職員数ともに３番目に多い。 

   したがって，在宅医療・介護を支える施設については，不足は見られない。 

 

   図表 2-31 看護師と介護職員数（平成 27年 8月，単位：75歳以上 1千人あたり職員数） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   ※出典：日本医師会「地域医療情報システム」 

 

  カ 自宅での看取り 

   市民へのアンケートによれば，亡くなるときの場所について自宅を希望する者は４０％

を超えている。しかし，現状は８０％以上の者が自宅以外で亡くなっている。なお，，ホ

スピス（終末期の緩和ケアを提供する病院又は診療所）を希望する者も多いが，市内には

ホスピスは限られている。 

   そこで，平成２６年度から，自己の希望する終末期を記すための「エンディングノート」

の普及に取り組んでおり，地域医療連携講演会などを通じてその配布を行うなどしている。 

 

図表 2-32 在宅死割合 

市 12.8％ 県 11.2％ 国 12.8％ 

              ※出典：平成 26年人口動態調査 

 

図表 2-33 終末期の場所の希望割合（平成 28年） 

 自宅で療養 入院を継続 終末期ホスピスの利用 計 

男性 45％ 10％ 45％ 100％ 

女性 40％ 6.5％ 53.5％ 100％ 

 

図表 2-34 エンディングノートの内容 

 

 

 

 

 

 

① 自分自身のこと  ② 私の健康状態  ③ 家族・親族 

④ 友人のこと    ⑤ 家系図     ⑥ 介護が必要になったときの希望 

⑦ 告知・終末医療の希望         ⑧ 財産についての希望 

⑨ 葬儀についての希望          ⑩ その他，死後の気になること 
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  キ 病床機能報告制度 

    平成２６年度から，改正医療法第３０条の１３の規定に基づき，一般病床又は療養病床

を有する医療機関は，その有する病床の医療機能・稼働状況，救急医療・在宅医療・看取

りの状況等を都道府県に毎年度報告することとされている。都道府県はこの報告を地域医

療構想の策定に用いる。 

    平成２８年度報告によれば，総社市内の病床（３病院・９有床診療所）の稼働状況は，

内科で１病床，眼科で４病床，産婦人科で６病床が未稼働であった。  

    また，内科又は外科の病床の機能については，急性期が４医療機関，回復期が１医療機

関，慢性期が５医療機関あり，回復期の医療機関が少なかった。なお，産婦人科において，

６年後の予定について休棟中等との報告を行った医療機関が１ある。 

    さらに，有床診療所について，往診を行った患者延べ数は１１人，訪問診療を行った患

者数は１８１人であった。 

    看取りについては，直近１年間で在宅療養を担当した患者のうち，自宅での看取り数が

２２であった。 

 

  



平成２９年１０月１２日 

32 

 

図表 2-35 市内有床医療機関の診療科・病床数（平成 28年度） 

  ※出典：岡山県医療推進課「平成 28（2016）年度病床機能報告（結果公表）」 

  ※稼働病床：過去 1年間に実際に患者を受け入れた病床 

 

  

 

有床医療機関 

 

主とする診療科 

一般病床 療養病床 

許可 

病床 

稼働 

病床 

許可 

病床 

うち医療

療養病床 

稼働 

病床 

うち医療

療養病床 

長野病院 外科     86 86 86 86 

薬師寺慈恵病院 内科 消化器内科

（胃腸内科） 

脳神経外科 31 31 33 33 33 33 

森下病院 内科 外科 整形外科 37 37 35 35 35 35 

診療ﾄﾞｸﾀｰ杉生 循環器内科 内科 脳神経外科 19 19     

泉ｸﾘﾆｯｸ 内科 外科 整形外科 19 19     

さかえ外科内科ｸﾘﾆｯｸ 消化器内科

（胃腸内科） 

内科 肛門外科 19 19     

杉生ｸﾘﾆｯｸ 内科 消化器内科

（胃腸内科） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

科 

9 9 10 10 9 9 

角田医院 内科   19 19     

ふじかわ眼科 眼科   8 8     

すぎもと眼科医院 眼科   5 1     

谷口ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 産婦人科   12 12     

くにとみｸﾘﾆｯｸ 産婦人科   17 11     

12 ― 195 185 164 164 163 163 
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図表 2-36 市内有床医療機関の機能区分（平成 28年度） 

 

 

 

有床医療機関 

保有する病棟と機能区分の選択状況 

（平成 28年 7月 1日時点の機能） 

保有する病棟と機能区分の選択状況 

（6年が経過した日における病床の機能の予定） 

高度 

急性期 

急性期 回復

期 

慢性期 休棟中,休棟後の再開

の予定なし,休棟・廃

止予定,無回答等 

高度 

急性期 

急性期 回復

期 

慢性期 休棟中,休棟後の再開

の予定なし,休棟・廃

止予定,無回答等 

長野病院    病棟

Ⅰ・Ⅱ 

    病棟

Ⅰ・Ⅱ 

 

薬師寺慈恵病院  一般 

病棟 

 療養 

病棟 

  一般 

病棟 

 療養 

病棟 

 

森下病院  一般 

病棟 

 療養 

病棟 

  一般 

病棟 

 療養 

病棟 

 

診療ﾄﾞｸﾀｰ杉生    ○     ○  

泉ｸﾘﾆｯｸ   ○     ○   

さかえ外科内科ｸﾘﾆｯｸ  ○     ○    

杉生ｸﾘﾆｯｸ    ○     ○  

角田医院  ○     ○    

ふじかわ眼科 ○     ○     

すぎもと眼科医院  ○     ○    

谷口ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ  ○        ○ 

くにとみｸﾘﾆｯｸ  ○     ○    

12 1 7 1 5 0 1 6 1 5 1 

 ※出典：岡山県医療推進課「平成 28（2016）年度病床機能報告（結果公表）」 
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図表 2-37 市内有床診療所の病床の役割・在宅医療を行った患者数（平成 28年度） 

 

 

 

有床診療所 

病床の役割 在宅医療を行った患者数 

病院からの早期

退院患者の在

宅・介護施設へ

の受け渡し機能 

専門医療を

担って病院

の役割を補

完する機能 

緊急時に

対応する

機能 

在宅医療

の拠点と

しての機

能 

終末期医療

を担う機能 

左記のいず

れにも該当

しない 

往診を実施し

た患者延べ数 

訪問診療を実

施した患者延

べ数 

診療ﾄﾞｸﾀｰ杉生 ○ ○  ○ ○  4 23 

泉ｸﾘﾆｯｸ ○ ○ ○ ○ ○  2 72 

さかえ外科内科ｸﾘﾆｯｸ  ○     1 7 

杉生ｸﾘﾆｯｸ ○   ○ ○  3 79 

角田医院 ○ ○ ○ ○ ○    

ふじかわ眼科  ○       

すぎもと眼科医院  ○       

谷口ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ      ○   

くにとみｸﾘﾆｯｸ  ○ ○    1  

12 4 7 3 4 4 1 11 181 

    ※出典：岡山県医療推進課「平成 28（2016）年度病床機能報告（結果公表）」 
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図表 2-38 市内有床医療機関の在宅療養支援病院等の届出・看取りを行った患者数（平成 28年度） 

 

 

 

有床医療機関 

在宅療養

支援病院

又は診療

所の届出

の有無 

看取りを行った患者数（平成 27年 7月～平成 28年 6月） 

直近 1 年間で在宅療

養を担当した患者の

うち,医療機関以外

での看取り数 

うち自宅で

の看取り数 

うち自宅以

外での看取

り数 

直近 1年間で在宅療

養を担当した患者の

うち,医療機関での

看取り数 

うち連携医療

機関での看取

り数 

うち連携医療

機関以外での

看取り数 

長野病院 ○ 23 3 20    

薬師寺慈恵病院        

森下病院        

診療ﾄﾞｸﾀｰ杉生 ○ 2 2  2 1 1 

泉ｸﾘﾆｯｸ ○ 16 16     

さかえ外科内科ｸﾘﾆｯｸ ○ 1  1 190  190 

杉生ｸﾘﾆｯｸ  2 1 1 10 10  

角田医院        

ふじかわ眼科        

すぎもと眼科医院        

谷口ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ        

くにとみｸﾘﾆｯｸ        

12 4 44 22 22 202 11 191 

   ※出典：岡山県医療推進課「平成 28（2016）年度病床機能報告（結果公表）」 
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３ 今後の取り組み 

（１）連携の推進 

    総社市では，全国屈指福祉会議，地域医療連携ネットワーク会議，地域包括ケア会議，

本委員会など，市域を超えた関係機関が顔を合わせて話し合うことのできる場が機能して

いる。各会議は，それぞれ独立した内容を検討しているのではなく，全国屈指福祉会議に

設けられたテーマ別の部会を通じて同会議に集約されている。こうした体制を今後も確保

し，多くの関係者で医療，介護等の課題を共有し，検討していく必要がある。 

    そして，① 疾病を抱えていても住み慣れた地域で安心して医療や介護を受けられる体制

づくり，② 地域包括ケアシステムや在宅医療連携がしっかり機能する仕組み，③ 多職種

の連携，協働体制のもとで，訪問診療，訪問介護，訪問リハビリテーション等を実施でき

るような体制づくりについて，具体的な検討を続ける必要がある。 

    まずは，かかりつけ医を推奨し，その機能を強化することが必要である。住民は，かか

りつけ医と親しい友人になるくらい何でも聞いて，疑問点があれば気軽に相談できるよう

にしておくことが重要である。 

    晴れやかネットとケアキャビネットきびきびは，２次３次救急病院と診療所との連携や

医療と介護の連携を容易にし，引いては，かかりつけ医の機能を強化する有効な手段であ

る。総社市は，県内でもその普及が進んでおり，今後一層，活用することが望ましい。併

せて，厳重な管理を要する医療情報を共有する上では，多職種間の顔の見える関係づくり

が欠かせない。敢えて人と人の繋がりを強くする方向に行動する意識も必要である。 

    この点，在宅医療・介護連携を一層進めるために，平成２９年９月に，「地域医療介護連

携推進委員会」を設置し，今後，① 顔の見える関係づくり，② 切れ目のない医療介護連

携の実現，③ 医療介護連携を意識した地域包括ケアシステム図の見直し，④ 住民への普

及啓発（研修会・講座の企画），⑤ 相談窓口の設置などについて具体的に検討を進めるこ

とが予定されている。在宅で適切な医療と介護を受けることのできる体制が整うことは，

一方で病床を有効に活用することに繋がり，医療費適正化に資するものと言える。 

 

○各会議がそれぞれ独立した内容を検討しているのではないので，１つの会議に集約するような

検討会議を組み上げてはどうだろうか？と思う。 

○かかりつけ医推奨とかかりつけ医機能の強化，２次３次救急病院との連携強化，在宅医療の推

進が重要と思う。場合によっては，倉中，川崎大からの応援もお願いしつつ，積極的に取り入

れることが必要。 

○かかりつけ医と親しい友人になるくらい，何でも聞いて，疑問点があれば気軽に相談できる人

がいることが大事。在宅介護を希望する人が多いが，現実はそうではない。老老介護だけでな

くケアマネや訪看など多職種を入れたみんなでやるような介護体制が必要。それぞれの立場で

みんなでいっしょになってやっていくことが大事。 

○医療介護連携については，顔に見える関係はできつつあるあるが，介護の分野はまだ敷居が高

い。「きびきびネット」を使って，敷居が低くなるのならそれでいい。流れが途切れない顔が

見える関係でないと個人情報は出せないということだと思う。結局は地域包括ケアになってい

る。顔の見える関係づくり，信頼関係がないと進んでいかないと思う。 

○晴れやかネットケアキャビネットきびきび，非常に有用なツールではあるが，敢えて人と人と

のつながりを強くする方向性で動くとよいと思う。 
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図表 2-39 総社市地域包括ケアシステム構想図 
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（２）拠点となる病院の整備 

  ２０２５年問題が到来すれば，救急搬送を市外大病院に頼る機会がこれまで以上に多くな

るのは必至である。市外大病院の受け入れが限界に達し，急患を市外に搬送できない事態に

備える必要がある。そのためには，市内で受けるべき患者は市内で受け，市外に頼るべき患

者は市外に頼るという役割分担と連携を確実に実行できる医療体制を市内に早急に確保す

る必要がある。 

  しかし，現状は，市内の病床数と医師・看護師数は明らかに最低限の水準にあり，救急搬

送を大幅に市外に頼っているばかりか，救急と在宅とを繋ぐ医療機能が不足しているため，

市外大病院から市内医療機関への転院の受け入れにも支障が生じている。 

  この課題を解決するには，医療費適正化の観点から市内外の病床機能を再編するとともに，

救急と在宅とを繋ぐ拠点となる病院を新たに設置し，市内に不足する２次救急機能，回復期

リハビリ機能，地域連携室，緩和ケア病棟，災害拠点病院といった機能を持たせることが最

も有効な対策である。そして，総社市の予防上の課題である健（検）診受診率の向上を図り，

医療費適正化を推進するために，健（検）診センターの機能を持たせることが最も望ましい。 

  併せて，救急車は緊急で医療を必要とする者のための限りある資源であり，「便利だから」

「交通手段がないから」「病院で待つのが嫌だから」といった理由で呼ぶべきものではない。

本当に救急車を必要としている者に適切に医療が行き渡るように，そして，医療費の適正化

を一層推進するために，救急車を呼ぶ前の相談ダイヤル（小児の場合：岡山県の小児救急電

話相談事業「＃８０００」，成人の場合：消防庁の救急安心センター事業「＃７１１９」：総

社市では未実施のため，総社市消防本部の消防・救急なんでも相談電話「０８６６－９３－

１１１９」）の存在を市民に広く周知徹底するといった啓発活動を行う必要がある。 

 

○病床の再編は必要（コントロールされた再編） 

○７５％が市外に救急搬送されている。できだけ総社市内でも２次救急まではできる体制づくり

にやっていくようなので，われわれも期待をこめてやっていただいたらいいと思う。 

○検診も含めてがんとか早めにみつけていくことが大事。そういうものを前向きにやっていただ

きたい。 

○救急車を呼ぶ前の相談ダイヤルの活用を促す。♯８０００(小児の場合) ♯７１１９（成人の

場合）救急車は緊急で医療を必要とする人のための限りある資源である。「便利だから」「交

通手段がないから」「病院で待つのが嫌だから」といった理由で呼ぶべきものではない。本当

に救急車を必要としている人に適切に医療が行き渡るよう，救急車を呼ぶ前の相談ダイヤル

の存在を一般の人に広く周知徹底する啓発活動を。 

 

（参考人意見） 

○２次救急機能を持った地域中核病院として２５０床から３５０床くらいの病院を３年以内に

建設予定である。在宅医療の連携プレイがほとんど進んでいない状態であるので，今後医師

会等関係機関と共通認識と連携の在り方や役割分担を持って，在宅医療の体制作りをしてい

くことで，市民のニーズに答えていきたい。 
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（３）自宅での看取り 

   亡くなるときの場所について自宅を希望する市民は多い。しかし，現状では８０％以上の

者が自宅以外で亡くなっており，市民の希望と大きく乖離している。この点，市内には在

宅療養支援施設が県内の他市や全国と比べて相当数確保されている。このことを活かして，

終末期を迎える前から自宅で訪問診療を受け，緊急時には２４時間体制の往診を受けたり，

訪問看護を含め介護サービス等を上手に活用することで在宅医療・介護を推進し，自宅で

の看取りへの不安を解消する環境づくりを行っていく必要がある。さらに，総社市では，

講演会などを通じてエンディングノートの普及に取り組んでおり，今後も，この取り組み

を継続していく必要がある。特に，突然起こり得る終末期医療の選択について元気な時か

ら具体的に「こういう時はどうしますか」ということを家族や施設職員等も交えて話し合

っておく必要がある。 

   なお，女性の社会進出が進み，出産年齢が高齢化することにより，育児と介護を同時に担

う「ダブルケア」に直面するケースが増えている。そういった状況にある介護者に配慮し

た施策を行うことも，在宅医療や自宅での看取りを行い易くするためには必要である。 

 

○終末期を迎える自宅で訪問診療を受け，緊急時には２４時間体制の往診を受ける在宅医療，看

取りをしていただける支援施設をより多く。 

○女性の社会進出が進んでいる中で家族介護が不十分となり，子育てと親の介護のダブルケアと

いうこともあり，そのような配慮も必要 

○エンディングノートの内容の中に，突然おこることがある場合の終末期医療の選択について，

具体的に「こういう時はどうしますか」ということを家族も交えて話し合っておく必要があ

ると思うので，入れてほしい。 
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図表 2-39 新たな拠点病院及び関係機関との連携のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


